
当別町教育系ネットワークシステム構築業務委託公募型プロポーザル実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、当別町が当別町教育系ネットワークシステム構築業務委託（以下、

「本業務委託」という。）を実施するにあたり、公募型プロポーザル方式により、委

託業務に関する企画提案書を公募し、業務に対する意欲、技術的能力等の審査を行い、

最も優れていると認められる者を最優秀者として選定するために必要な事項を定め

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において公募型プロポーザル方式とは、参加意欲の高い事業者を見極

め、技術適性等を的確に把握するため、あらかじめ業務の概要及び参加資格等を公示

し、参加資格を有する事業者の提出した企画提案書について、提案内容の審査及び評

価を行うことにより、当該業務の内容に最も適した受託者を選定する手続きをいう。 

（審査会の設置） 

第３条 町長は、本業務委託の実施に当たり公募型プロポーザル審査会（以下「審査会」

という。）を設置するものとする。 

２ 町長は、審査基準の適否その他必要な事項を別に定めるものとする。 

（審査基準等の公示） 

第４条 町長は、企画提案書の提出期限の前日から起算して概ね１５日（当別町の休日

に関する条例（平成２年当別町条例第１９号）に規定する休日（以下「休日」という。）

を含む。以下、同じ。）前に、本業務委託の目的、内容、審査基準及び手続等を当別

町公告式条例（昭和２５年当別町条例第２６の２号）の例により公示し、町ホームペ

ージ等に掲載する方法により周知するものとする。 

（公募型プロポーザル参加希望者の要件） 

第５条 本業務委託公募型プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加希望者」と

いう。）は、次に掲げる要件に該当する単独の事業者又は複数の事業者等で構成する

連合体とする。 

 ⑴ 共通要件 

  ア 北海道内に本社若しくは事業所等（本事業を実施するために設置する場合を含

む。）を有する法人又は法人以外の団体であること。 



  イ 当別町の令和元年・二年度物品等競争入札参加資格者名簿に登録されているも

のであること。 

  ウ 受託者となった場合、履行期限内に当該事業の履行完了が可能な体制にあり、

提案時の総括責任者が当該事業を一貫して担当すること。 

  エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないものであること。 

  オ 当別町財務規則（昭和４４年当別町規則第１２号）第１２２条の規定に該当す

るものであること。 

  カ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていないものであること。 

  キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てがな

されていないものであること。 

  ク 法人税、道税、市町村税、消費税及び地方消費税を滞納しているものでないこ

と。 

  ケ 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に関

する条例（平成２７年当別町条例第１５号）第２条第１号及び第２号に該当する

ものでないこと。 

  コ 参加表明書の提出期日から審査完了の日までの期間において、当別町における

指名停止を受けていないこと。 

  サ 連合体の構成員が単独事業者又は他の連合体の構成員として本業務の公募型

プロポーザルに参加するものでないこと。 

  シ 業務の確実な実施のため、総括責任者のほか業務に従事できる者が、２名以上

確保できる体制であること。 

⑵ 単独の事業者における資格要件 適正に業務を遂行するため、平成２５年４月１

日以降に、北海道内の小学校、中学校、高等学校、義務教育学校又は中等教育学校

において、ネットワーク整備の構築業務契約の履行経験を有していること。 

 ⑶ 連合体における資格要件 

  ア 適正に業務を遂行するため、連合体の構成員の１以上が、平成２５年４月１日

以降に、北海道内の小学校、中学校、高等学校、義務教育学校又は中等教育学校

において、ネットワーク整備の構築業務契約の履行経験を有していること。 



  イ 本業務の受託者となった連合体は、業務完了後３ヵ月を経過するまでの間は、

連合体を解消しないこととし、３ヵ月を経過後に成果品に瑕疵等が見つかった場

合は、連合体の代表事業者が対応するものとする。 

（公募型プロポーザルの参加申請） 

第６条 参加希望者は、次の各号に掲げる様式のほか、必要な書類を添えて、町長に提

出しなければならない。 

 ⑴ 参加表明書（別記様式第１号） 

 ⑵ 事業者（構成員）の概要調書（別記様式第２号） 

 ⑶ 申出書（別記様式第３号） 

２ 参加希望者からの参加表明に係る町への質問は、参加表明書に関する質問書（別記

様式第４号）により行うこととし、受付期間は、公示の日の翌日から起算して５日以

上を経過した日とする。 

 （参加希望者の要件の審査及び参加者の選定） 

第７条 町長は、第５条に規定する要件に基づき、企画提案書（別記様式第５号）の提

出を要請する参加希望者の選定を行うものとする。 

（企画提案書の提出要請） 

第８条 町長は、前条の規定により企画提案書の提出を要請する参加者（以下「応募事

業者」という。）を決定し、参加表明書の提出期限の翌日から２日（休日を含まない。）

以内に企画提案書の提出を要請するものとする。 

２ 前項に規定する企画提案書の提出期限は、提出要請をした日から７日以上を経過し

た日とする。 

３ 第１項に規定する企画提案書の作成に当たっては、次の各号に掲げる事項について

作成させるものとする。 

 ⑴ 業務処理体制及び計画 

 ⑵ 業務内容に対する企画提案 

 ⑶ その他必要と認める事項 

４ 応募事業者からの企画提案に係る町への質問は、企画提案書に関する質問書（別記

様式第６号）により行うこととし、受付期間は、企画提案書の提出要請を行った日の

翌日から起算して３日以上を経過した日とする。 

 （選定結果の通知） 



第９条 町長は、第７条の規定により、企画提案書の提出を要請しない参加者に対して

は、参加表明書の提出期限の翌日から起算して２日以内に通知するものとする。 

（企画提案に関する説明会の開催） 

第１０条 町長は、企画提案に関する説明会を開催しなければならない。 

（最優秀者の選定） 

第１１条 町長は、本業務委託に係る公募型プロポーザル方式により受託者の選定を行

うため、審査会において企画提案書の内容の審査を行い、最優秀者を選定するものと

する。 

２ 町長は、前項の審査結果に基づき、選定された応募事業者及び選定されなかった応

募事業者に書面により通知するものとする。 

（事務局） 

第１２条 公募型プロポーザル方式による選定実施に関する庶務を行うため、事務局を

当別町教育委員会学校教育課に設置する。 

（その他） 

第１３条 この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和２年７月２０日から施行する。 

 （この訓令の失効） 

２ この訓令は、本業務委託の契約を締結した日に、その効力を失う。 


